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安全登山に係る取組 

 

長野県観光スポーツ部山岳高原観光課 

 

１ 長野県登山安全条例の制定（平成 28年７月施行） 

登山を安全に楽しむための環境を整備することを規定。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２ 条例の概要 

（１）目的 

 

 

 

 

 

 

 

（２）責務と役割 

 対象者 責務又は役割の内容 

責 
 

務 

県 
・登山を安全に楽しむための施策の総合的な策定、

実施 

登山者 

・登山が常に遭難の危険を伴う行動であること及

び登山は自己の責任において実施するものであ

ることを認識 

役 
 
 

割 

山岳遭難防止対策協会 
・県や市町村と連携し、山岳遭難の未然防止 

・山岳遭難者の捜索及び救助 

山岳関係事業者 
（山小屋事業者、索道事業者、登山

用品販売事業者等） 
・登山者に対する安全な登山のための情報提供 等 

山岳関係団体（山岳会等） 
・登山者に対する安全な登山のための情報提供 

・登山者の登山に関する技術の向上の支援 

登山ガイド（信州登山案内人等） 
・登山者に対する山の魅力の伝達 

・登山者の安全確保 

ツアー登山を実施する 

旅行業者 

・ツアー登山に参加する登山者の安全確保 

・ツアー登山に登山ガイドの同行 

 

 

資料３ 

 

【条例のポイント】 

◆登山は自己責任の原則を踏まえつつ、登山を安全に楽しむために、登山者が守るべき

ルールや県の責務・施策等を明確化 

◆広範囲な山岳を対象に、現在任意である登山計画書の提出を、条例に根拠を持たせ広

く呼びかけていく。（義務化とするが、罰則規定は設けない。） 

◆山岳関係者、市町村、国、県等の関係者による山域の将来像を策定し、安全に登山す

るためのインフラである登山道や標識等を継続して整備していくことを規定 

◆火山については、突然の噴火により多くの登山者が被災する可能性があり、必要な施

策を規定 

登山の安全に関し 

・県及び登山者等の責務

等を明らかにする 

・登山を安全に楽しむた

めの施策の基本となる

事項等を定める 

日本を代表する山岳

県にふさわしい登山

の安全対策を総合的

に推進 

・登山者の本県への来訪 

及び滞在を促進 

・本県の観光振興に寄与 
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（３）対象となる登山者 

里山を除く山岳を登山（遊歩道の通行を除く。）する者 

ただし、山岳において次のいずれかに該当する業務に従事する者以外のもの 

・山岳遭難者の捜索又は救助に関する業務 

・山小屋等の設置又は運営の業務 

・森林の整備、保全又は管理の業務 

・自然公園の管理の業務          他 

 

（４）登山者の遵守事項 

・山岳の特性を知り周到な準備をすることが山岳遭難の未然防止につながることを認識し、

あらかじめ、登山計画を作成すること。 

・季節や気象状況に応じた服装をし、必要な装備品を携行すること。 

・その他「登山を安全に楽しむためのガイドライン」に定められた事項 

 

（５）県の施策 

項  目 内  容 

安全な登山のための啓

発活動の推進等 

・安全な登山のための情報の提供 

・「信州 山のグレーディング」の実施 

・山岳の魅力などの登山者が山岳を楽しむための情報の提供 他 

外国語による情報提供 ・外国人の登山者の安全を確保するための情報の提供 他 

安全な登山のための環

境整備 

・山域の関係者と協働して山岳の環境保全及び適正利用の方針を

決定 

・地域ごとの山域の将来像に基づいた登山道及び標識の整備を支

援 他 

山岳遭難者の捜索及び

救助 
・山岳遭難者の捜索及び救助体制の整備 他 

火山災害における登山

者の安全確保 

・市町村による登山者の避難計画の策定に対する支援 

・市町村に対する火山現象に関する情報の提供 

・シェルター等の避難施設や防災用品の整備に対する支援 他 

 

（６）登山計画書の届出 

・指定登山道※１を通行しようとするときは、あらかじめ登山計画書を知事に届け出ること

を義務付け 

・隣接県の行政機関、登山計画書を受け付ける団体※２等に届け出たときは、知事に届け出

たものとみなす。 

・県は登山計画書の届出を行いやすくするための必要な措置※３を講ずるものとする。 

※1：指定登山道…遭難の発生のおそれが高いと認められる山岳の登山道を指定 

※2：山岳安全対策ネットワーク協議会が運営するオンライン登山計画書届出システム「コンパス」

及び（株）ヤマップが運営する「ＹＡＭＡＰ」が該当 

※3：民間事業者と連携したの電子申請の普及、FAX による届出書類の電子化 

 

（７）山岳保険への加入 

山岳を登山しようとする者の山岳保険への加入の努力義務を規定 
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３ 本県（観光スポーツ部）の山岳遭難防止対策事業 

１ 山岳遭難防止対策事業 

（１）長野県山岳遭難防止対策協会の取組 

安全 

啓発 

北アルプス三県広域連携遭難防止対策事業 
北アルプスを囲む岐阜・富山・長野の三

県が連携して広域的な取組を実施 

脱水対策キャンペーン 
大城医師協力のもと、脱水に起因した遭

難対策の取組を実施 

登山漫画「岳」と連携した週報の発行 
県内の遭難事例を週刊で発出し、安全登

山のための情報を提供 

登山 Safety Book の作成 

啓発冊子を毎年発行し全国の登山用品店

等に配架。また季節の山岳情報を発信

（WEB） 

山小屋ポータルサイトの開設 
山小屋の開設情報をとりまとめ、県ＨＰ

で一元的に発信 

冬山安全啓発事業 

ＢＣ対策に関する啓発資料を各スキー場

等で配布。また大使館等と連携したイン

バウンド対応を実施 

信州山のグレーディング 
適切な山選びの促進のための指標となる

ツールを提供 

山岳ヘルメット着用奨励山域の指定 
県内山域で特に滑落等のリスクの高いエ

リアをヘルメット着用奨励山域に指定 

山際 

指導 

山岳遭難防止常駐隊の設置 
北アルプス山域に常駐し、登山者指導や

パトロール、救助活動等を実施 

安全登山啓発ゲート（仮）検証事業 
県内主要登山口において入山前に登山者

の準備状況等を確認 

地区山岳遭難防止対策協会事業補助金 
地区遭対協が地域に応じた対策を実施す

るための取組を支援 

体制 

強化 

夏山山岳診療所の設置支援 
大学医学部等がボランティアで設置する

診療所設置の取組を支援 

山岳遭難防止対策無線設備の更新・整備 
県下に配置した遭対用無線設備を維持。

また老朽化した移動局 204 台を順次更新 

（２）県による直営事業 

２-１ 山小屋エネルギーコスト削減促進事業 
山小屋の公益的機能維持のため、省エネ

設備等の導入に係る経費を補助 

２-２ 涸沢山岳総合相談所の維持管理 
安全登山のための注意喚起や情報提供を

行うための施設を整備 

２-３ 山岳遭難防止対策推進員の設置 
山岳遭難防止活動推進のための推進員を

設置 

２-４ 
信州の山岳遭難防止対策プロジェクト（ふる

さと信州寄付金募集の取組） 

県遭対協等による安全登山の取組の一層

の充実のための寄付募集を実施 
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２ 安全登山普及推進事業 

（１） 山岳遭難防止対策検討会の設置 
遭難対策のあり方を検討するため、有識

者等からなる検討会を設置 

（２） 登山計画書の印刷と届出環境整備 
県下登山ポストに据え付ける登山計画

書の印刷と届出環境の整備を実施 

（３） 登山計画書回収事務費補助金 
地区遭対協等が登山計画書の回収等に

要する経費を補助 

（４） 登山計画書の届出状況等調査 
県下主要登山口において安全登山の推

進に必要なアンケート調査を実施 

（５） 指定登山道看板の維持管理 
指定登山道の登山口に設置する看板の

維持管理を実施 

（６） 登山計画書等分析業務 
登山計画書等から登山者の属性や動向

等を分析 
 

３ 信州登山案内人利用促進事業 

（１） 信州登山案内人試験の実施 
信州登山案内人に必要な資質 ・技能を確

認する試験を実施 

（２） 信州登山案内人資質向上研修の実施 
信州登山案内人の更新 （３年）に際して

の資質向上研修を実施 

（３） 信州登山案内人試験委員会の開催 
上記事業の運営に必要な事項を決定す

る有識者等による委員会を設置 
 

４ 山岳総合センター管理運営事業 

（１） 山岳総合センターの管理運営 

山岳に関する調査・研究等を行う施設の

設置と管理運営を実施 

【指定管理者】長野県山岳協会事業管理 
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４ 山小屋の公益的機能の維持について 

（１）山小屋の公益的機能 

   山小屋は、宿泊施設としての役割にとどまらず、登山道の整備、登山相談などの遭難防止

対策、遭難発生時の救助活動、環境保全、無線・携帯電話の基地局の設置、トイレの提供な

ど登山者にとっての公共インフラの役割を果たしている。 

 （２）山小屋の特殊性 

    昭和以前に建設された山小屋も多く、老朽化が進んでいるが、自然公園内に位置する等の

理由から大規模な施設改修や設備投資が進みにくい状況。 

 （３）県の取組 

コロナ禍での経営圧迫や物価高騰により経営難となった山小屋や立地等の特殊性により機

能時が困難な山小屋に対し、公益的機能維持の観点から、県では稜線上にある隣接県の山小

屋を含めて次のとおり支援を実施している。 

① 山小屋への支援金の実施（令和２～５年度）   
事業名 事業内容 時期 支給額 支給実績 

山小屋公益的機能 
維持等支援金 

山小屋の公益的機能維持
のため、コロナ禍で危機
的状況にある山小屋に支
援金を給付。 

R2 6 補 
30 万円／施設 

105 件 
R3 6 補 88 件 
R4 6 補 40 万円／施設 113 件 
R5 6 補 最大 25 万円／施設 100 件 

延べ支援施設数： 406 件 

② クラウドファンディング（寄付金）による支援（令和２～６年度） 

事業名 事業内容 時期 支給額 支給実績 

信州の山小屋応援 
プロジェクト 

クラウドファンディング
型ふるさと納税により、
広く一般から寄付を募
り、寄付金受領の意向を
確認した山小屋に対して
均等額を配分 

R2 9 補 
119,819 円／施設 
目標金額 1,000 万円 
寄付総額 14,498,200 円 

121 件 

R3 11 補 
151,775 円／施設 
目標金額 1,500 万円 
寄付総額 9,427,220 円 

128 件 

R4 6 補 
117,902 円／施設 
目標金額 2,000 万円 
寄付総額 14,619,943 円 

124 件 

信州の山小屋応
援・山岳遭難防止
対策プロジェクト 

長野県直営 共創型ふる
さと納税受付サイト「ガ
チなが」で寄付を募集 
※山小屋支援と山岳遭難防止

対策の２つのうちから一方

を選択し寄付 

R5-R6 
年度 

寄付総額 
20,538,000 円(R5) 
1,553,000 円(R6) 

〇うち山小屋支援分 
62,209 円／施設 
分配総額 7,714 千円 

124 件 

延べ支援施設数： 497 件 

③ 山小屋エネルギーコスト削減促進事業補助金（令和８年１月補正） 

     山小屋が担う公益的機能を維持するため、山小屋における省エネ設備等の導入に要する

経費の一部を支援。 

〇補助対象者：山小屋事業者（稜線上等にある隣接県の施設を含む） 

〇補助対象経費：建物全体の省エネ対策に資する設備・備品の更新等に要する経費 

〇補助率：１／２以内（基本コース） 

〇補助上限額／下限額：上限額 500 万円／下限額 50 万円（基本コース） 
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４ 主な取組 

 

  

５ 主な取組 
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登山道整備の状況 

自然保護課  

 

１ 登山道整備の課題 

(1) 登山道の多くは自然発生的に成立したものであり、そのほとんどは管理主体が不在 

(2) 地方公共団体や山小屋関係団体等による協働管理により維持補修等を行っているが、

過酷な自然環境にさらされ、老朽化や破損が進み、地元関係者の負担が増加 

(3) 国の補助事業の事業主体は地方公共団体に限定され、山小屋関係団体は対象外 

 

２ 県の補助制度 

(1) ふるさと信州寄付金等活用山岳環境保全事業 

○長野県登山安全条例（H27.12）に基づき、市町村、山小屋等関係団体が実施する 

登山道等の施設整備、維持補修等への補助（R3～制度を拡充） 

○補助率 市町村 45/100 

山小屋関係団体 材料費 10/10、労務費 1/2、請負工事 1/2 

【事業実績】 

年度 整備内容 事業費 補助金額 

R4 木道改修、階段補修等 11箇所 9,518,849円 4,652,000円 

R5 木道改修、階段工等   8箇所 30,003,645円 13,729,000円 

R6 木橋改修、木道改修等 18箇所 40,750,529円 18,936,000円 

R7 木橋改修、木道改修等 19箇所 30,922,365円 19,211,000円 

(2) 登山道災害復旧早期支援事業 

○市町村、山小屋等関係団体が実施する登山道の災害復旧に対する補助【全国初】 

○長野県登山安全条例に規定する「指定登山道」が対象 

○補助率 市町村 3/4 

 山小屋関係団体 資材購入費 10/10 

【事業実績】 

年度 事業主体 整備内容 事業費 補助金額 

R2 南相木村 登山道新築 2,502,500円 1,876,000円 

R3 茅野市 路面復旧等 9,163,000円 6,872,000円 

R4 茅野市 橋復旧等 4,763,000円 3,572,000円 

R7 小海町 木道設置工 8,767,000円 6,575,000円 

 

３ その他 

 (1) 山小屋関係団体が行う登山道整備には、登山協力金も活用されている 

 (2) 県から国に対し、自然環境整備交付金の交付対象に山小屋関係団体も加えるよう要望

を行っている 



3 歯根部の年輪から判明した年齢構成の推移クマ対策総合パッケージに基づく取組

長野県「県民の命と暮らしを守るツキノワグマ対策」総合パッケージ
～ツキノワグマによる人身被害ゼロを目指して～ 長 野 県

《対策の柱１》棲み分けの徹底、出没防止策の推進

○ ゾーニング管理導入の加速化（林務部）

○ 侵入防止柵の整備（農政部）

○ 緩衝帯の整備（農政部、林務部、建設部）

○ 誘引物の適正な処理（農政部、林務部、環境部）

《対策の柱３》緊急対応体制の強化

○ 緊急対応体制の構築
       （林務部、警察本部、環境部)

○ 現場対応力の強化
（林務部、建設部、警察本部、産業労働部）

《対策の柱４》人材の確保・育成と広域連携

○ 捕獲技術の向上・安全指導（林務部、警察本部）

○ 専門人材の確保（林務部）

○ 広域連携の推進（林務部）

《対策の柱２》人の日常生活圏に侵入したクマの
捕獲の強化

○ 計画的な管理と継続的な調査・分析

（林務部、環境部）

○ 捕獲上限の引上げと捕獲の強化（林務部）

《対策の柱５》情報発信・普及啓発と行政体制の強化

○ 目撃情報の迅速な情報発信・注意喚起（林務部）

○ 正しい知識の普及
（企画、県文、観光、環境、林務、建設、教育）

○ 県組織の体制強化（全部局）

《基本方針》

クマ被害から、県民の命を守り、
暮らしの安全を確保する

◆人とクマとの適切な棲み分けを徹底する
◆人の日常生活圏に侵入したクマの捕獲を強化する
◆人材の育成・確保、情報共有の迅速化を図る



○ 子ども向け（550か所,14万部）

○ 保護者・保育士・教員向け （650か所,7万部）

啓発ポスター 注意喚起看板

情報発信・普及啓発 「正しくおそれ、正しく備える」

「ツキノワグマに出会わないための行動ガイド」

注意喚起の強化

啓発動画の放映・配信

○ 観光客向け（11か所,1万部）

「クマに出会わないために知っておきたいこと」

○ ツキノワグマ等身大パネル
主要駅、道の駅等に設置

○ ターゲット別に内容を構成
・子ども向け ・保護者・教員向け

・県民向け

  ・観光客向け
           https://www.youtube.com/watch?v=NJt2CeHRKpw

ツキノワグマ等身大パネル

観光客向け→
リーフレット

子ども向け「行動ガイド」

○ 啓発ポスター 観光地等に掲示

○ 注意喚起看板 登山道等に設置

※以下のツールは、長野県ホームページで公開しています
長野県 クマ啓発

https://www.youtube.com/watch?v=NJt2CeHRKpw
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山岳総合センターにおける安全登山に係る取組について 

 

長野県山岳総合センター 

 

令和７年度の実績及び、令和８年度に計画している取り組みは下記のとおり 

 

１ 研究及び調査等 

(１) 研究・調査 

登山中のヒヤリハット事例の収集および分析を通して、山岳遭難防止に役立てる。 

(２) 相談・援助 

安全登山の普及啓発のために、一般からの登山に関する問合せに広く答える。特に、

令和３年にスタートしたメールアプリ利用の相談  LINE 登山相談所」を継続している。 

 

２ 教育・普及事業等 

(１) 安全登山講座の開催 

①安全登山の普及啓発に結び付く対面の講習会や研修会の開催 

    ・遭難の多いシニア層対象の  シニア安全登山教室」の、年５回開催を継続している。令

和８年度は、信州山のグレーディングに載っている山で、体力度２～３、技術的難易度

A～Bの黒斑山・飯縄山・木曽駒ケ岳・御嶽山における実施を予定。 

    ・ き方や登山のトレーニング、ケアの仕方を学び、長く安全に登山を続けてもらうこと

を目的に、登山のための体づくりの講座を開催した。 

    ・令和８年度は、夏山及び雪山登山の知識や技術を学ぶ 夏山・雪山スタートアップ講座」

をシリーズ開催する。 

   ・令和７年 11 月、登山道でクマの目撃が相次いでいる状況を受けて ツキノワグマと共

生するために～登山者の私たちが知っておきたいこと～」を、急きょ開催した。 

②より多くの登山者を対象とするために、夏山及び冬山シーズンを前に、県警山岳救 

助隊の方を講師に招き、安全に登山を楽しむためのポイントを学ぶオンライン講座を開

催した。 

(２) 県関係機関や他団体との共同開催講座等 

①県アンテナショップ 銀座 NAGANO」で開催する登山セミナーの講師として参加する。 

②日本雪崩ネットワーク(JAN)との共催で、雪崩事故防止を啓発する アバランチナイト」

を開催。また中央アルプス地区山岳遭難防止対策協会と JAN 主催のビーコン体験会に協

力した。 

(３) その他 

   ①冬山シーズンにおける、八ヶ岳美濃戸登山口での安全登山啓発を実施 

   ②技術系中心の YouTube の制作・公開 
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警察本部の取組 

長野県警察本部地域部 山岳安全対策課 

 

１ 山岳救助体制の強化 

 ⑴ 組織基盤の強化 

  ア 平成 27 年に全国警察で初めて「山岳安全対策課」を設置 

  イ 里山等の安全対策を強化するため全警察署に「山岳高原パトロール隊」を設置 

  ウ 山岳遭難救助隊の段階的増員 

  平成 29 年７所属 35 名 ⇒ 令和８年現在８所属 45 名 

 ⑵ 山岳遭難救助隊員の高度化 

ア 外部団体が主催する各種講習（ファーストエイド、ロープレスキュー、雪崩救助）受講を通

じたスキルアップ 

イ 装備品（雪崩対策装備、エンジンウインチ、車輪付き担架）整備を通じた救助 活動の迅速

化及び安全性の向上 

 

２ 遭難防止啓発活動 

 ⑴ 山岳パトロール活動の強化 

ア 春の大型連休、夏期、秋の紅葉シーズンは主要山域で常駐及び山岳パトロール 活動を実施 

  イ 「信州山カード」を活用した啓発活動 

  ウ 山小屋等での「やまびこ安全登山講話」を通じた啓発活動 

 ⑵ 関係団体と連携した都市部等での安全登山講習 

      山岳ガイド協会、登山用品店、旅行会社（ツアー登山）等と連携し、安全登山講習を実施 

 ⑶ YouTube を活用したリアリティーのある遭難防止啓発動画の公開 

      実際の救助活動動画を活用し、登山のリスクと遭難の実態を周知 

 ⑷ ＳＮＳ（山岳遭難救助隊公式Ｘ）を活用したタイムリーな情報発信 

  ア 毎週の山岳遭難発生状況を週報形式で発信 

  イ シーズンに応じた注意喚起や登山道情報などを発信 

  ウ 遭難者のインタビュー動画の活用など山岳遭難を自分事として認識させるための発信 

 ⑸ 個別の遭難事例を題材にした検証記事の掲載 

   初心者や中高年が陥りやすい遭難事例を当事者の聞き取り等を交えて詳細に掘り下げ記事化

し、「マウンテンレスキューファイル」と題して、県警ホームページで公開。登山系ウェブメデ

ィアにも記事配信を行い、掲載後は毎回人気記事ランキング上位入り。 

 ⑹ 統計データの公開及び提供 

過去の統計データを県警ホームページで公開しているほか、登山地図アプリ事業 者には位置

情報とリンクしたデータ提供を行い、ヤマレコ山岳遭難マップなど遭難防止啓発に活用。 
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